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新たな行財政改革基本方針および
実施計画について皆さんの意見を募集します
新たな登別市行財政改革プラン⚒⚐⚑⚐案（行財政改革基本方針）および登別市行財政改革実施プラン案（行
財政改革実施計画）がまとまりましたので、パブリックコメント制度に基づき皆さんの意見を募集します。
◆意見をお聞きする方針、計画の目的 地域主権改革や少子高齢化、人口減少社会の到来、経済低迷などに
よる社会情勢の変化が顕著になる中、市の厳しい財政状況を克服し、将来にわたり質の高い行政サービス
を提供できる基礎自治体を目指すことを目的としています。
◆募集締め切り 10月15日画

◆資料の閲覧 市役所⚑階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターのほか、市ホ
ームページにも掲載しています。
◆意見の提出方法 市役所⚑階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターに備え付
けの専用用紙、または任意の用紙に①案件名②住所③氏名④電話番号⑤意見を記入し、郵送またはファク
ス、Ｅメールで人事・行政管理グループ（〒059-8701中央町⚖丁目11、思○85⚑⚑⚐⚘、Ｅメール：gyou
kan@city.noboribetsu.lg.jp）に提出してください。専用用紙横の『ご意見投函箱』に投函することもでき
ます。
※電話や来庁による口頭での意見はお受けできませんのでご了承ください。
◆意見に対する回答 寄せられた意見に対する市の考え方を市ホームページに掲載するとともに、市役所⚑
階市民コーナーや各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センターに閲覧用ファイルを備え付けます。
なお、意見を提出された方に対しての個別の回答は行いません。

問い合わせ 人事・行政管理グループ（緯○85⚑⚑⚓⚒）


